
１ 

令和４年第７回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和４年度高松市一般会計補正予算（第９号） 

 

  現計予算額   １７６，０１９，７６５千円 

  補 正 額     １，６８５，３３３千円 

  補 正 後   １７７，７０５，０９８千円 

 

２ 令和４年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ４２，４６８，９８４千円 

  補 正 額         ３，０１１千円 

  補 正 後    ４２，４７１，９９５千円 

 

３ 令和４年度高松市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号） 

 

  現計予算額     ６，７９３，５６１千円 

  補 正 額         １，０００千円 

  補 正 後     ６，７９４，５６１千円 

 

４ 令和４年度高松市競輪事業特別会計補正予算(第１号） 

 

  現計予算額    ２０，０６５，３１５千円 

  補 正 額     １，８４０，１５３千円 

  補 正 後    ２１，９０５，４６８千円 

 

５ 令和４年度高松市病院事業会計補正予算（第３号） 

 

  現計予算額    １１，８１０，６２２千円 

  補 正 額        ６７，１１６千円 

  補 正 後    １１，８７７，７３８千円 

 

６ 令和４年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    １９，９８１，４５２千円 

  補 正 額       １１２，５３６千円 

  補 正 後    ２０，０９３，９８８千円 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

公布の日から施行 

はＲ４．１２．１
から適用 

はＲ５．４．１か
ら施行 

 

公布の日から施行 
はＲ４．１２．１

から適用 
はＲ５．４．１か

ら施行 
 

７ 高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について 

  

 市長等の期末手当の支給割合を改定するため、改正するもの 

  令和４年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定 

するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６２．５ 

１２月期 １００分の１６２．５ → １００分の１６７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の３２５   → １００分の３３０  （１００分の５） 

 令和５年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６５（１００分の２．５） 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１６５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３３０   → １００分の３３０ 

 

８ 高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

高松市議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、改正する 

もの 

  令和４年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定す 

 るもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６２．５ 

１２月期 １００分の１６２．５ → １００分の１６７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の３２５   → １００分の３３０  （１００分の５） 

 令和５年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６５（１００分の２．５） 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１６５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３３０   → １００分の３３０ 

 

 

 

 

 



３ 

Ｒ５．４．１から施行 

９ 高松市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

個人情報の保護に関する法律の一部改正により、本市における 

個人情報に関する事務が令和５年４月１日から同法の適用対象となることに伴い、同法の規定

の範囲内で許容された本市独自の保護措置を定める等のため制定するもの 

 趣旨について定めるもの 

 定義について定めるもの 

 改正後の個人情報の保護に関する法律（以下「改正法」という。）第７５条第５項の

規定に基づく帳簿の作成等について定めるもの 

 開示請求書の記載事項について定めるもの 

 開示決定等の期限について定めるもの 

 開示決定等の期限の特例について定めるもの 

 開示請求に係る手数料等について定めるもの 

 高松市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について定めるもの 

 運用状況の公表について定めるもの 

 委任について定めるもの 

 高松市個人情報保護条例の廃止 

 高松市情報公開条例の一部改正 

 ア 改正法の規定と整合するよう、公開義務となる情報、公開決定等の期限等について、

所要の規定整備をするもの 

   高松市自治基本条例の一部改正 

   ア 個人の権利利益を保護するためのその根拠を、「条例」から改正法及び改正法の施

行に関し必要な事項を定めるため法律施行条例（以下「法施行条例」という。）等を

含んだ「法令等」に改めるもの 

   高松市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正 

   ア 高松市個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）を廃止し、高松市情報公

開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に審議会の機能を持たせること

に伴い、審査会の設置の目的を見直し、「本市の保有する行政文書の公開を適正に実

施し、及び個人情報の適正な取扱いの確保並びにその円滑な運営を推進するため」と

するもの 

   イ アに伴い、審査会の所掌事務について定めるもの 

   ウ 所要の規定整備をするもの 

 高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

   ア 特別職の職員の報酬額等を定める表から個人情報保護審議会委員に支給する報酬額及

び旅費額の規定を削るもの 



４ 

公布の日から施行 
ア、 アは公布の日から施

行しＲ４．４．１から適用 
イ、 イは公布の日から施

行しＲ４．１２．１から適用 
アはＲ５．１．１から施行 
ウ、 イはＲ５．４．１か

ら施行 

10 高松市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 

職員の給料等について人事院勧告に準拠して改定し、及び 

会計年度任用職員の給料等について職員の改定内容に鑑み改 

定するため、改正するもの 

 高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

 ア 給料表を引上げ改定するもの 

   イ 令和４年１２月期の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（再任用職員以外の職員） 

現 行       改正後 

６月期  １００分の９５  → １００分の９５ 

１２月期 １００分の９５  → １００分の１０５（１００分の１０） 

年  間 １００分の１９０ → １００分の２００（１００分の１０） 

（再任用職員） 

現 行       改正後 

６月期  １００分の４５  → １００分の４５ 

１２月期 １００分の４５  → １００分の５０（１００分の５） 

年  間 １００分の９０  → １００分の９５（１００分の５） 

   高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

  ア 給料表を次のとおり引上げ改定するもの 

現 行               改正後 

号 給 給 料 月 額  号 給 給 料 月 額 

１ ３７５，０００円 → １ ３７６，０００円 

   イ 令和４年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６２．５ 

１２月期 １００分の１６２．５ → １００分の１６７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の３２５   → １００分の３３０  （１００分の５） 

   ウ 令和５年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１６２．５ → １００分の１６５（１００分の２．５） 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１６５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３３０   → １００分の３３０ 

 高松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

 ア 給料表を引上げ改定するもの 



５ 

公布の日から施行 

   イ 令和５年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

現 行         改正後 

６月期  １００分の１２７．５ → １００分の１３２．５（１００分の５） 

１２月期 １００分の１２７．５ → １００分の１３２．５（１００分の５） 

年  間 １００分の２５５   → １００分の２６５  （１００分の１０） 

 高松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正 

ア 令和５年６月期以降の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（定年前再任用短時間勤務職員以外の職員） 

現 行        改正後 

６月期  １００分の９５  → １００分の１００（１００分の５） 

１２月期 １００分の１０５ → １００分の１００（△１００分の５） 

年  間 １００分の２００ → １００分の２００ 

（定年前再任用短時間勤務職員） 

現 行       改正後 

６月期  １００分の４５  → １００分の４７．５（１００分の２．５） 

１２月期 １００分の５０  → １００分の４７．５（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の９５  → １００分の９５ 

 

11 高松市職員退職手当支給条例等の一部改正について 

 

国において非常勤職員等に対する国家公務員退職手当法の適用要件 

が緩和されたことを踏まえ、本市の職員以外の者を職員とみなして退職手当を支給する要件を

緩和するため、改正するもの 

 高松市職員退職手当支給条例の一部改正 

 ア 職員以外の者を職員とみなしてこの条例による退職手当の規定の適用を受ける要件に

ついて、その勤務日数は原則として１８日以上の日数としていることに加え、１月間の

日数が２０日に満たない場合にあっては、２０日と当該日数の差に相当する日数を、１

８日から減じた日数（以下「職員みなし日数」と総称する。）とするもの 

イ 失業者の退職手当の算定において、職員としての勤続期間の前に、勤務日数が職員み

なし日数以上ある月が１月以上あるものであった者であったことがあるものについては、

当該期間を勤続期間に含むものとするもの 

 高松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正 

   ア 高松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例第３条中高松市職員退職手

当支給条例第２条の改正規定について、所要の規定整備をするもの 

 

 



６ 

Ｒ５．４．１から施行 

Ｒ５．１．１から施行 

12 高松市立学校会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正について 

 

高松市立学校の会計年度任用職員の給料について香川県人事委 

員会勧告に鑑み改定するため、改正するもの 

 給料表を引上げ改定するもの 

 

13 高松市学校条例の一部改正について 

 

社会福祉法人四恩の里若竹学園内に設置している高松市立下笠 

居小学校及び高松市立下笠居中学校の各施設内学級を当該各校の分校とするため、改正するも

の 

 学校の名称及び所在を定める表に高松市立下笠居小学校五色台分校及び高松市立下笠

居中学校五色台分校の名称及び所在を追加するもの 

 

14 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市やすらぎ苑の管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 株式会社五輪 

 指定の期間 Ｒ５．４．１～Ｒ１０．３．３１ 

 

15 公の施設の指定管理者の指定について 

高松市屋島ファミリーホームの管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 社会福祉法人未知の会 

 指定の期間 Ｒ５．４．１～Ｒ１０．３．３１ 

 

16 公の施設の指定管理者の指定について 

高松国分寺ホールの管理を行わせる指定管理者を指定するもの 

 指定管理者 日本管財・ＪＴＢコミュニケーションデザイン共同事業体 

 指定の期間 Ｒ５．４．１～Ｒ１０．３．３１ 

 

17 工事請負契約について 

  香南小学校校舎等改築工事 

   契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 １，４１３，５００，０００円 

   契約の相手方 高岸・エヌケー・富田特定建設工事共同企業体 

 

 

 



７ 

18 工事請負契約について 

  香南小学校校舎等改築に伴う機械設備工事 

   契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 １９６，４１６，０００円 

   契約の相手方 浦川設備興業株式会社 

 

19 字の区域の変更について 

  香南町西庄における農業基盤整備促進事業（ほ場整備事業）西庄北部地区の施行に伴い、字

の区域を変更するもの 

 

20 路線の認定について 

寄附採納に伴い、市道９路線を認定するもの 

・多賀町２０号線ほか８路線 

 

21 路線の変更について 

  香川県の砂防ダム事業の実施によりその区間が県の事業の区域に含まれることとなること、

及び寄附採納により付替え道路が新たに整備されることに伴い、市道２路線をそれぞれ変更す

るもの 

  ・岡本町４９号線 

・天神前１０２号線 

 

22 公有水面埋立てに関する意見について 

  高松市朝日町四丁目地先の公有水面を製造業用地等として埋め立てることについて、意見を

述べるもの 

 


